
郡山市新生児聴覚検査実施要領 

                       平成 29 年 4 月 1 日制定 

令和 3 年 4 月 1 日一部改正 

令和 5 年 4 月 1 日一部改正                                           

[こども部こども家庭課] 

１ 目的 

   新生児期に聴覚検査を行うことにより、先天性聴覚障がいを早期に発見し、早い段階で適

切な療育につなぐことを目的とする。 

２ 対象者 

   新生児聴覚検査（以下「検査」という。）実施日において市内に住所を有する新生児とする。 

３ 検査の種類 

   自動聴性脳幹反応検査（以下「自動 ABR」という。）または耳音響放射検査（以下「OAE」

という。）による次に掲げる検査とする。ただし、保険診療対象の検査を除く。 

 （１）初回検査（原則として出生後入院中に行うもの） 

 （２）確認検査（初回検査で要再検となった場合に受ける検査で、原則として退院時に行うも

の） 

 （３）再確認検査（確認検査で要再検となった場合に受ける検査で、原則として 1 か月児健康

診査時に行うもの） 

４ 実施方法 

   市長は、検査を福島県医師会の指定する自動 ABR または OAE を有する医療機関（以下「受

託医療機関」という。）に委託し、実施するものとする。ただし、受託医療機関以外で検査を

受けることも可能とする。 

５ 受検方法 

受検の際、対象者の保護者（以下「保護者」という。）は、新生児聴覚検査受検票（第 1

号様式）及び新生児聴覚検査結果通知書（第 2-1 号様式、第 2-2 号様式、第 2-3 号様式）（以

下｢通知書｣という。）を受託医療機関に提出する。受託医療機関は、あらかじめ本検査の趣旨

等について保護者に十分説明し、同意を得た上で検査を実施する。 

６ 検査結果の説明及び報告 

   受託医療機関は、保護者に対して検査結果を説明し、同意を得た上で母子健康手帳に検査

結果を記録し、又は検査結果の写しを貼付するとともに、検査結果を通知書により福島県国



民健康保険団体連合会を経由して市長に報告するものとする。報告期限等については、別途

契約書により定めるものとする。 

また、検査の結果、精密聴覚検査が必要と認められた新生児については、新生児聴覚検査

精密聴覚検査依頼票（第 3 号様式）により精密聴覚検査機関へ紹介するものとする。  

精密聴覚検査機関は、検査結果について新生児聴覚検査精密聴覚検査結果票（第 4 号様式）

により市長に報告するとともに、検査の結果、異常があると認められた新生児については、

保護者に対し十分な説明と助言指導を行うとともに、療育を行うことが可能な機関を紹介す

るものとする。 

７ 検査費用の助成 

市は、検査に係る以下の費用の一部を助成する。助成対象者は原則対象者の母とする。 

（１）自動 ABR：1 回 8,500 円を上限とする。 

（２）OAE：1 回 3,000 円を上限とする。 

ただし、再確認検査で要再検となった場合に受ける精密検査は、助成の対象としない。  

８ 助成費用の支給方法 

  （１）受託医療機関で受検した場合 

保護者は受託医療機関に対し検査に係る経費から助成額を差引いた金額を支払うものと

する。なお、受託医療機関への委託料の支払いについては、別途契約書により定めるものと

する。 

（２）受託医療機関以外で受検した場合 

保護者が支払った検査に係る費用のうち助成額分について、以下の方法により助成する。 

ア）保護者は受託医療機関以外の医療機関に検査費用の支払いをしたときは、市長にその

費用のうち、助成額を上限に請求することができる。 

イ）前項の規定による請求をしようとする保護者は、新生児聴覚検査費助成申請書(第 5 号

様式)に、検査日及び検査機器を確認できるもの、医療機関が発行する検査費用がわかる

領収書及び診療明細書を添えて市長に提出するものとする。 

ウ）市長は、前項の申請書を受理した場合はその内容を審査し、助成の可否及び助成額を

決定し新生児聴覚検査費助成決定通知書（第 6 号様式）により、保護者に通知するもの

とする。 

９ その他 

   この要領に定めるもののほか、新生児聴覚検査の実施に必要な事項については、その都度



定めるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成 29 年 4 月 1 日以降に新生児聴覚検査受検票（第 1 号様式）を持たずに、医療機関にお

いて保険診療以外で受検し費用を支払った場合は、市長に対しその費用を請求することができ

るものとし、受託医療機関で受検した場合にも適用するものとする。 

３ 前項の請求については、要領８の（２）を準用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所

要の調整をして使用することができる。 

     附 則 

（施行期日） 

 この要領は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

 



 



 


